
 

 

 

 

 

無償化の対象となるには、子育てのための施設等利用給付の申請書を毎年度提出し、保育の必

要性の認定を受ける必要があります。  

 

■対象年齢  ・３～５歳児（月額３７，０００円上限）  

・住民税非課税世帯の０～２歳児（月額４２，０００円上限）  

※上記の年齢は、無償化の認定を希望する年度の４月１日時点の年齢  

となります。  

 

■対象児童  ・両親が共働き（月６０時間以上の勤務）等の利用で保育の必要性が  

ある子  

 

■対象施設  

   事業  

・無償化の対象となっている認可外保育施設  

・一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業  

 

■申請書類  ・施設等利用給付認定・変更申請書（児童１人につき１枚）  

・保育の必要性を証明する書類  

・理由書  

 

■受付期間  ・４月１日の認定を希望される方：３月末まで  

・上記以外の認定を希望される方：認定希望日の１ヶ月前  

※申請日以前に遡り認定を下すことはできません。申請を行った翌月  

からが無償化の対象となりますので、必要な方はお早めに手続きを  

お願いします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※施設等利用費請求書（償還払い用）、領収書、支援提供証明書、振込先の口座が分かる通帳  

またはキャッシュカード（初回請求時のみ）の提出が必要となります。  

 

 

 

 

 

 

恩納村施設等利用給付認定申請案内 
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お問い合わせ  

恩納村役場  福祉課  こども家庭係  

☎０９８－９６６－１２０７  


